
山
鹿
素
行

の
神
道
論

山蓼

長
　
輝

　
山
鹿
素
行
一
ニ
ハ
ニ
ニ
～
一
六
八
五
、
元
和
八
年
～
貞
享
二
年
、
以
下
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
〕

素
行
と
略
記
）
は
そ
の
二
十
一
歳
頃
ま
で
の
修
学
時
代
に
、
朱
子
学
・
兵

学
・
歌
学
を
修
習
し
、
墓
言
宗
高
野
山
按
察
院
光
宥
か
ら
両
部
習
合
神
道
、

忌
部
氏
の
嫡
流
広
田
坦
斎
か
ら
根
本
宗
源
神
道
と
忌
部
神
道
の
口
訣
を
伝

　
　
　
＾
2
〕

授
さ
れ
た
。
そ
の
他
、
林
羅
山
の
理
当
心
地
神
道
・
吉
田
一
ト
部
）
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
一

元
本
宗
源
神
道
等
を
も
学
ん
で
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
皮
肉
な
こ

と
に
、
こ
れ
ら
の
神
道
説
は
、
そ
の
四
十
七
歳
の
著
『
諦
居
童
問
』
及
び

四
十
八
歳
の
著
『
中
朝
事
実
』
で
唱
え
た
神
道
論
の
批
判
対
象
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
え
ば
、
山
本
信
哉
氏
が
「
山

鹿
素
行
子
の
聖
教
に
就
い
て
」
に
、
前
掲
し
た
両
部
習
合
神
道
・
根
本
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
一

源
神
道
・
理
当
心
地
神
道
を
、
「
山
鹿
先
生
の
神
道
の
源
泉
」
と
す
る
論

述
は
明
白
な
事
実
誤
認
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
阿
部

隆
一
氏
が
「
山
鹿
素
行
の
青
年
時
代
に
於
け
る
和
学
の
修
養
」
に
述
べ
た

「
一
部
の
論
者
の
如
く
、
素
行
の
中
朝
事
実
に
集
結
し
た
思
想
を
、
此
の

時
代
の
も
の
に
そ
の
萌
芽
を
認
め
る
程
高
く
評
価
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

ぬ
。
そ
れ
だ
け
の
価
値
を
生
み
出
し
発
展
せ
し
め
得
る
力
あ
る
思
想
内
容

を
有
し
た
も
の
で
は
な
い
。
（
中
略
）
た
“
重
要
な
点
は
、
素
行
が
青
年

時
代
に
神
典
に
触
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
此
機
縁
こ
そ
貴
ぶ
べ
き
で

　
　
＾
5
〕

あ
る
。
」
と
い
う
論
点
は
妥
当
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
素
行
が
『
諦
居
童
問
』
・
『
中
朝
事
実
』
で
唱
え
た
神
道
論

を
研
究
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
に
於
い
て
、
ま
ず
従
来
の
習

合
的
神
祇
観
の
類
型
を
整
理
し
、
次
に
そ
れ
ぞ
れ
基
言
系
の
両
部
習
合
神

道
・
林
羅
山
の
理
当
心
地
神
道
の
神
祇
観
を
示
す
「
本
地
垂
迩
」
説
・
「
皇

祖
太
伯
」
謝
を
概
観
し
、
最
後
に
素
行
の
こ
の
二
説
に
対
す
る
批
判
か
ら
、

そ
の
神
祇
観
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
章
に
於
い
て
、
ま
ず
素
行

の
忌
部
神
道
・
吉
田
（
卜
部
一
家
の
元
本
宗
源
神
道
に
対
す
る
批
判
か
ら
、

そ
の
神
道
論
の
根
本
姿
勢
を
見
出
し
、
次
に
素
行
の
「
常
」
・
「
中
」
の
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論
理
に
基
づ
い
て
、
そ
の
神
道
論
の
基
本
的
論
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
第

三
章
に
於
い
て
、
「
無
道
不
可
以
君
臨
宇
宙
」
・
「
天
壌
無
窮
」
「
当
猶
視

吾
」
と
い
う
往
古
の
神
勅
に
対
す
る
素
行
の
論
述
か
ら
、
神
道
こ
そ
「
聖

道
」
で
あ
り
、
神
勅
こ
そ
「
聖
教
」
と
す
る
彼
の
論
理
を
探
究
す
る
。

第
；
早
神
祇
観
の
成
立
背
景
と
特
色

第
一
節
従
来
の
習
合
的
神
祇
観
の
類
型

　
周
知
の
よ
う
に
、
『
古
事
記
』
・
『
日
本
書
紀
』
を
始
め
と
す
る
日
本

神
話
に
は
数
多
く
の
神
祇
が
登
場
し
て
い
る
。
し
か
も
、
数
多
く
の
神
道

家
や
思
想
家
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
神
祇
の
地
位
や
尊
貴
性
に
関
す
る

論
述
は
、
極
め
て
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
外
来
教
法
と
の
折
衷
・

調
和
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
大
陸
思
想
伝
来
後
、
近
世
初
期
に
至
る
ま

で
、
神
道
に
於
け
る
習
合
思
想
は
主
に
神
仏
習
合
と
神
儒
習
合
と
の
二
者

に
大
別
で
き
る
。
前
者
の
神
仏
習
合
思
想
に
基
づ
く
神
祇
観
に
は
、
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
一

四
類
型
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
に
、
諸
神
の
役
割
を
仏
教
擁
護
に
当
て
る
護
法
善
神
思
想
。

　
第
二
に
、
煩
悩
の
衆
生
の
一
員
と
し
て
の
神
は
、
仏
法
に
よ
る
解
脱
を

求
め
る
と
す
る
神
祇
実
類
観
。

　
第
三
に
、
日
本
の
神
々
1
－
仏
教
の
仏
・
菩
薩
と
い
う
神
仏
同
体
観
を
基

礎
と
し
、
更
に
仏
教
的
な
価
値
に
立
脚
し
な
が
ら
説
か
れ
た
仏
本
神
迩
・

仏
主
神
従
の
「
本
地
垂
迩
」
説
。

　
第
四
に
、
同
様
に
神
仏
同
体
観
を
基
礎
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第

三
の
「
本
地
垂
迩
」
説
と
相
反
す
る
立
場
か
ら
唱
え
ら
れ
た
神
本
仏
迩
・

神
主
仏
従
の
「
反
本
地
垂
迩
」
説
。

以
上
の
四
類
型
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
後
者
の
神
儒
習
合
思
想
に
基
づ
く
神
祇
観
に
至
っ
て
は
、
儒
教
的
な
「
太

伯
末
蕎
」
説
を
拠
り
所
と
し
た
「
皇
祖
太
伯
」
説
が
そ
の
代
表
的
な
類
型

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
皇
祖
太
伯
」
説
を
、
従
来
の
習
合
的
神

祇
観
の
第
五
類
型
と
す
る
。

　
以
上
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
計
五
つ
の
類
型
の
中
で
、
素
行
の
神
祇
観
の

形
成
に
刺
激
を
与
え
た
の
ば
、
第
三
の
「
本
地
垂
迩
」
説
と
第
五
の
「
皇

祖
太
伯
」
説
で
あ
る
。
以
下
、
ま
ず
「
本
地
垂
迩
」
説
と
「
皇
祖
太
伯
」

説
を
概
観
し
、
そ
の
後
、
素
行
の
こ
の
二
説
に
対
す
る
批
判
を
通
し
て
、

彼
の
神
祇
観
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
二
節
　
「
本
地
垂
述
」

説
の
略
述

　
元
来
、
「
本
地
垂
迩
」
と
は
、
本
源
と
し
て
の
仏
・
菩
薩
が
、
煩
悩
の

衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
仮
の
姿
で
諸
方
に
迩
を
垂
れ
て
現

れ
る
こ
と
を
い
う
。
例
え
ば
、
『
法
華
経
』
の
「
如
来
寿
量
品
」
に
説
か

れ
た
「
久
し
い
以
前
に
こ
の
上
な
く
完
全
な
悟
り
を
得
た
理
想
的
な
仏
陀

一
久
遠
実
成
の
法
身
と
し
て
の
仏
陀
1
－
本
地
一
が
、
こ
の
世
の
迷
え
る
衆

生
を
教
化
・
誘
導
し
て
仏
道
に
帰
入
さ
せ
得
度
さ
せ
る
た
め
に
、
歴
史
上

に
現
実
的
な
釈
迦
と
し
て
応
現
し
一
始
成
正
覚
の
応
身
と
し
て
の
仏
陀
H

　
　
一
7
一

垂
迩
一
」
た
と
い
う
説
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
「
本

地
垂
迩
」
の
考
え
方
は
本
来
仏
教
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
教
説
が
、
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日
本
に
於
け
る
神
仏
関
係
の
説
明
に
適
用
さ
れ
る
が
故
に
、
早
く
も
平
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
呂
一

中
期
頃
か
ら
一
定
の
教
理
を
以
て
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

平
安
末
期
に
至
る
と
、
本
地
仏
は
衆
生
済
度
の
た
め
に
仮
に
神
と
化
し
て

現
れ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
神
も
仏
も
元
来
同
一
で
あ
る
、
と
い
う

日
本
流
の
「
本
地
垂
迩
」
説
が
、
「
末
法
思
想
」
・
「
時
処
機
相
応
の
論
理
」
・

「
和
光
同
塵
の
思
想
」
等
の
助
成
に
よ
っ
て
成
立
す
る
段
階
に
入
っ
た
と

　
一
g
一

さ
れ
、
そ
し
て
、
後
の
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
「
本
地
垂
迩
」
説
が
、
仏

家
神
道
と
呼
ば
れ
る
天
台
系
の
山
王
神
道
及
び
基
言
系
の
両
部
習
合
神
道

の
理
論
体
系
の
完
成
に
よ
っ
て
綴
密
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
、
と
さ
れ
て
い

一
1
0
一る

。
で
は
、
そ
の
具
体
例
を
示
そ
う
。
例
え
ば
、
両
部
習
合
神
道
の
論
書

『
中
臣
祓
訓
解
』
に
、

　
　
経
に
云
は
く
、
「
仏
、
不
二
門
二
住
シ
テ
、
常
二
神
道
迩
ヲ
垂
ル
」

　
　
と
云
々
。
惟
二
知
り
ヌ
、
諸
神
ノ
通
カ
ヲ
以
テ
、
顛
倒
の
衆
生
ヲ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
u
一

　
　
て
、
所
求
ノ
願
カ
ヲ
以
テ
、
仏
道
二
入
ら
し
む
。

と
あ
り
、
『
大
和
葛
城
宝
山
記
』
に
、

　
　
大
日
婁
貴
尊
（
此
ヲ
日
神
と
名
づ
く
る
也
。
日
ハ
則
ち
大
毘
盧
遮
那

　
　
如
来
、
智
慧
月
光
の
応
変
也
。
梵
音
の
砒
盧
遮
那
、
是
れ
日
の
別
名

　
　
な
り
。
即
ち
暗
き
を
除
き
、
遍
く
照
ら
す
の
義
也
。
日
と
は
天
の
号

　
　
な
り
。
故
に
常
住
の
日
光
と
世
間
の
日
光
と
、
法
性
の
体
に
於
い
て

　
　
相
似
タ
ル
義
有
り
。
故
に
、
大
日
雲
貴
を
天
照
太
神
と
名
づ
く
る

　
　
　
＾
1
2
〕

　
　
也
。
一

と
あ
る
。

　
上
記
の
内
容
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
『
中
臣
祓
訓
解
』
に
於
け
る
”
仏

は
本
地
、
諸
神
は
垂
迩
”
、
『
大
和
葛
城
宝
山
記
』
に
於
け
る
”
天
照
太
神

1
－
本
地
仏
大
日
如
来
の
権
現
”
と
い
っ
た
基
言
系
両
部
習
合
神
道
の
神
祇

観
が
「
本
地
垂
迩
」
説
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
こ
に
示
さ
れ
た
神
仏
間
の
関
係
は
、
な
お
仏
尊
神
卑
の
段
階
に
止
ま
っ

て
い
る
の
み
で
あ
る
。

第
三
節
　
「
皇
祖
太
伯
」

説
の
略
述

　
太
伯
は
、
泰
伯
と
も
称
せ
ら
れ
る
。
こ
の
人
物
に
関
し
て
、
『
論
語
』

の
「
泰
伯
篇
」
に
、

　
　
子
日
は
く
、
泰
伯
は
そ
れ
至
徳
と
謂
ふ
べ
き
な
り
、
三
た
び
天
下
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
H
〕

　
　
以
て
譲
れ
る
も
、
民
得
て
称
す
る
な
し
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
泰
伯
は
、
孔
子
が
そ
の
至
徳
を
称
え

た
中
国
古
代
の
聖
賢
・
君
子
で
あ
る
。
「
倭
人
」
を
太
伯
の
末
蕎
と
す
る

説
は
、
晋
の
陳
寿
（
二
三
三
～
二
九
七
）
が
撰
し
た
『
魏
志
』
の
「
倭
人

伝
」
よ
り
早
く
成
立
し
、
し
か
も
そ
の
母
体
と
さ
れ
る
『
魏
略
』
一
魚
泰
撰
、

生
年
不
詳
）
の
逸
文
、
及
び
唐
の
房
玄
齢
一
五
七
八
～
六
四
八
）
が
こ
の

『
魏
略
』
の
逸
文
を
取
り
入
れ
て
著
し
た
『
晋
書
』
の
「
四
夷
伝
・
倭
人
」

等
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『
晋
書
』
の
「
四
夷
伝
・
倭
人
」
に
、
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
倭
人
は
帯
方
の
東
南
大
海
の
中
に
在
り
、
（
中
略
）
男
子
は
大
小
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
4
一

　
　
元
く
、
悉
く
鯨
面
文
身
す
。
自
ら
太
伯
の
後
と
謂
ふ
。

こ
の
一
節
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
「
太
伯
末
喬
」
説
は
、
『
日
本
書
紀
』
一
七

二
〇
年
完
成
）
の
成
立
以
前
、
既
に
日
本
の
一
部
で
唱
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
が
『
日
本
書
紀
』
の
編
纂
に
採
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
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た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
「
太

伯
末
喬
」
説
は
、
全
く
後
世
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
の

証
拠
と
し
て
は
、
例
え
ば
北
畠
親
房
（
二
一
九
三
～
二
二
五
四
）
が
『
神

皇
正
統
記
』
一
延
元
四
年
、
二
二
一
二
九
年
に
初
稿
完
成
）
で
「
異
朝
ノ
一

書
ノ
中
二
、
『
日
本
ハ
呉
ノ
太
伯
ガ
後
也
ト
云
』
ト
イ
ヘ
リ
。
返
々
ア
タ

　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ラ
ヌ
コ
ト
ナ
リ
。
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
「
太
伯
末
喬
」
説
を

批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
素
行
の
『
中
朝
事
実
』
・
「
附
録
」

に
「
或
ひ
と
疑
ふ
、
中
華
は
呉
の
泰
伯
の
苗
商
な
り
。
（
中
略
）
嘗
て
東

山
の
僧
圓
月
、
日
本
紀
を
修
し
て
以
て
泰
伯
が
後
と
為
す
。
朝
議
協
は
ず

し
て
遂
に
そ
の
書
を
火
く
。
大
概
、
中
華
の
朝
儀
多
く
は
外
国
の
制
例
に

　
　
　
　
　
　
＾
1
6
一

襲
る
と
。
否
や
。
」
と
あ
る
問
い
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
親
房
と
ほ
ぼ
同

時
代
の
臨
済
宗
の
禅
僧
中
巌
圓
月
（
二
二
〇
〇
～
二
二
七
五
一
は
、
そ
の

修
め
た
『
日
本
紀
』
に
於
い
て
、
こ
の
「
太
伯
末
喬
」
説
の
立
場
を
と
っ

て
い
る
。
時
代
を
『
日
本
書
紀
』
の
完
成
以
前
か
ら
い
き
な
り
南
北
朝
ま

で
に
下
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
甚
だ
不
適
当
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
別

の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
「
太
伯
末
窩
」
説
は
、
仏
教
と
関
わ
り
の
あ

る
「
本
地
垂
迩
」
説
や
「
反
本
地
垂
述
」
説
等
の
神
祇
観
の
圏
外
に
聾
え

立
っ
た
も
う
一
種
類
の
神
観
念
と
し
て
古
代
・
中
世
を
通
じ
て
日
本
の
一

部
で
唱
え
ら
れ
て
い
た
の
も
事
実
と
い
え
よ
う
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
近
世
に
至
る
と
、
多
く
の
儒
者
や
神
道
家
が
従
来
の

神
仏
習
合
を
排
撃
す
る
一
方
、
盛
ん
に
神
儒
習
合
を
唱
え
て
い
た
。
中
で

も
、
近
世
初
期
の
朱
子
学
者
林
羅
山
（
一
五
八
三
～
ニ
ハ
五
七
）
が
、
前

出
の
中
巖
圓
月
の
説
に
共
鳴
し
て
唱
え
た
「
皇
祖
太
伯
」
説
は
有
名
で
あ

る
。
羅
山
は
、
そ
の
「
神
武
天
皇
論
」
に
於
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

　
　
余
霜
か
に
圓
月
が
意
を
惟
ふ
に
、
按
ず
る
に
諸
書
は
日
本
を
以
て
呉

　
　
の
太
伯
の
後
と
為
す
。
夫
れ
太
伯
は
荊
蟹
に
逃
れ
、
髪
を
断
ち
身
を

　
　
文
き
て
交
龍
と
共
に
居
る
。
其
の
子
孫
筑
紫
に
来
る
。
想
ふ
に
必
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ

　
　
時
の
人
以
て
神
と
為
ん
。
（
中
略
一
姫
氏
の
孫
子
本
支
百
世
、
万
世

　
　
に
至
り
て
君
た
る
べ
し
、
亦
た
盛
ん
な
ら
ず
や
。
彼
の
強
大
の
呉
、

　
　
越
に
滅
ぼ
さ
る
と
難
も
、
而
し
て
我
が
邦
の
宝
酢
天
地
と
窮
ま
り
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
〃
一

　
　
し
。
余
是
に
於
い
て
愈
々
太
伯
の
至
徳
た
る
を
信
ず
。

羅
山
の
説
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
渡
来
し
た
賢
人
太
伯
の
子
孫
が
当
時
の

人
々
に
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
皇
室

の
祖
神
が
、
そ
の
本
源
を
遡
っ
て
見
れ
ば
太
伯
に
当
た
る
、
と
い
う
。
し

か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
説
は
、
日
本
が
「
夷
秋
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎎
）

く
、
中
華
文
化
圏
に
包
摂
さ
れ
る
文
明
の
可
能
な
場
所
」
で
あ
り
、
日
本

の
神
祇
の
尊
貴
性
が
中
国
の
聖
賢
の
分
身
に
由
来
し
て
い
る
、
と
い
う
漢

土
追
従
の
立
場
に
立
脚
し
て
な
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

第
四
節
　
素
行
の
神
祇
観
の
特
色

　
で
は
、
日
本
の
神
々
の
地
位
や
尊
貴
性
に
つ
い
て
、
素
行
は
ど
う
考
え

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
、
彼
が
四
十
八
歳
、
な
お
赤
穂

流
調
中
に
著
し
た
『
中
朝
事
実
』
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
釈
教
一
た
び
通
じ
て
人
皆
こ
れ
に
帰
し
、
天
下
終
に
習
染
し
て
そ
の

　
　
異
教
た
る
を
知
ら
ず
、
牽
合
偉
會
し
て
、
神
聖
を
以
て
仏
の
垂
迩
と

　
　
為
す
。
猶
ほ
腐
儒
が
太
伯
を
以
て
祖
と
為
す
が
ご
と
し
。
肝
、
是
れ
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一
m
〕

　
　
何
と
謂
ふ
こ
と
ぞ
や
。

こ
の
よ
う
に
、
素
行
は
明
確
な
名
指
し
を
避
け
な
が
ら
、
実
質
上
そ
の
師

説
、
つ
ま
り
基
言
系
の
両
部
習
合
神
道
と
林
羅
山
の
理
当
心
地
神
道
が

各
々
「
本
地
垂
迩
」
説
・
「
皇
祖
太
伯
」
説
に
基
づ
い
て
示
し
た
”
仏
本

神
迩
”
・
”
儒
主
神
従
”
の
神
祇
観
を
容
赦
な
く
批
判
し
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
素
行
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
二
説
に
示
さ
れ
た
神
祇
の
地
位

が
そ
れ
ぞ
れ
仏
の
権
現
、
儒
教
で
称
え
ら
れ
た
聖
賢
太
伯
の
末
窩
に
置
か

れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
神
祇
の
尊
貴
性
が
所
詮
そ
の
根
源
者

た
る
仏
や
儒
教
の
聖
賢
の
分
身
に
由
来
す
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
素
行
の
神
祇
観
の
特
色
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
即

ち
、
彼
は
、
日
本
の
神
祇
と
仏
教
の
諸
仏
菩
薩
・
儒
教
の
聖
賢
と
の
間
に

於
け
る
系
譜
上
の
従
属
関
係
を
認
め
ず
、
そ
こ
か
ら
、
日
本
の
神
祇
の
独

自
の
尊
貴
性
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
章
　
神
道
論
の
根
本
姿
勢
と
基
本
的
論
点

第
一
節
　
神
道
論
の
根
本
姿
勢

　
素
行
の
神
祇
観
が
示
し
た
よ
う
に
、
彼
の
神
道
に
対
す
る
考
え
方
に
は
、

神
自
体
・
神
道
独
自
と
い
う
日
本
中
心
主
義
的
な
傾
向
が
極
め
て
強
い
。

と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
日
本
中
心
主
義
的
な
神
道
説
は
決
し
て
素

行
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
室
町
時
代
に
吉
田
一
卜
部
）
家

学
を
大
成
し
た
吉
田
兼
倶
（
一
四
五
三
～
一
五
一
一
）
が
そ
の
著
『
唯
一

神
道
名
法
要
集
』
に
聖
徳
太
子
の
密
奏
と
し
て
載
せ
て
い
る
「
吾
ガ
日
本

ハ
種
子
を
生
じ
、
震
且
は
枝
葉
二
現
は
し
、
天
竺
は
花
実
を
開
く
。
故
二

仏
教
は
万
法
の
花
実
た
り
。
儒
教
は
万
法
の
枝
葉
た
り
。
神
道
は
万
法
の

　
　
　
　
一
2
0
〕

根
本
た
り
。
L
と
い
う
「
根
葉
花
実
論
」
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

素
行
は
、
こ
の
よ
う
な
神
道
説
に
あ
ま
り
関
心
を
持
た
な
い
の
み
な
ら
ず
、

甚
だ
し
き
に
至
っ
て
は
『
諦
居
童
問
』
の
「
神
道
如
何
」
で
、
忌
部
神
道

の
論
書
『
古
語
拾
遺
』
と
吉
田
一
ト
部
一
家
の
元
本
宗
源
神
道
の
論
書
『
唯

一
神
道
名
法
要
集
』
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

　
　
忌
部
廣
成
が
古
語
拾
遺
、
卜
部
兼
延
が
名
法
要
集
等
に
、
家
々
の
樽

　
　
来
相
承
を
云
へ
り
。
皆
是
れ
奉
仕
主
神
事
の
宗
源
な
り
と
云
へ
る
神

　
　
書
の
言
に
よ
っ
て
、
只
だ
一
宗
源
の
神
道
と
云
ふ
と
云
へ
ど
も
、
異

　
　
説
多
く
し
て
一
決
し
が
た
し
。
只
だ
神
に
っ
か
へ
る
の
わ
ざ
を
知
る

　
　
と
、
遺
勅
の
神
道
と
、
此
の
二
つ
に
究
ま
れ
り
。
共
に
不
以
聖
人
之

　
　
　
　
　
　
一
刀
』

　
　
道
難
信
用
也
。

こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
素
行
が
、
吉
田
兼
倶
の
著
し
た
『
唯

一
神
道
名
法
要
集
』
を
「
十
世
紀
中
頃
に
ト
部
氏
の
地
位
を
築
い
た
兼

　
一
2
2
一

延
」
の
著
作
と
見
傲
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
素
行
の
文
献
的
な

研
究
の
不
足
か
ら
生
じ
た
誤
り
で
あ
る
、
と
批
判
し
う
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
全
体
的
に
見
れ
ば
、
こ
の
誤
り
は
、
彼
の
『
古
語
拾
遺
』
と
『
唯

一
神
道
名
法
要
集
』
に
対
す
る
批
判
の
内
容
を
損
う
に
は
至
ら
な
い
。
　
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
文
末
に
於
け
る
「
不
以
聖
人
之
道
難
信

用
也
」
と
い
う
発
言
か
ら
、
素
行
の
”
聖
人
の
道
を
以
て
神
道
を
説
く
べ

し
”
と
い
う
聖
道
的
な
神
道
観
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
、
事
実
上
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
素
行
の
神
道
論
を
貫
い
た
根

本
姿
勢
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
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「
聖
道
」
と
は
、
文
字
通
り
聖
人
の
道
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
内
容

が
聖
人
の
学
説
・
教
化
の
内
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
素
行

が
「
聖
学
」
・
「
聖
教
」
を
「
聖
道
」
の
同
義
語
と
し
て
多
用
し
て
い
る
。
．

儒
学
に
於
け
る
聖
人
と
い
え
ば
、
尭
・
舜
・
萬
・
湯
・
周
公
・
孔
子
等
、

い
わ
ゆ
る
漢
土
の
聖
人
、
「
聖
学
」
・
「
聖
教
」
・
「
聖
道
」
と
な
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
聖
人
の
学
問
・
教
化
及
び
そ
こ
に
示
さ
れ
た
修
己
治
人
の
規
範

等
を
指
す
。
こ
の
よ
う
な
決
ま
り
き
っ
た
考
え
方
は
、
日
本
近
世
の
儒
学

界
に
於
け
る
常
識
で
も
あ
れ
ば
、
素
行
が
『
調
居
童
問
』
・
『
中
朝
事
実
』

を
著
す
ま
で
に
保
持
し
て
き
た
学
問
的
姿
勢
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
や

が
て
素
行
は
『
諦
居
童
問
』
を
通
し
て
『
中
朝
事
実
』
に
至
る
と
、
そ
の

日
本
の
神
々
こ
そ
聖
人
で
あ
り
、
神
勅
を
始
め
と
す
る
遺
教
こ
そ
「
聖

学
」
・
「
聖
教
」
の
淵
源
で
あ
り
、
神
道
こ
そ
「
聖
道
」
で
あ
る
と
い
う

日
本
中
心
主
義
的
な
神
道
論
が
つ
い
に
完
成
す
る
域
に
辿
り
着
く
の
で
あ

る
。

第
二
節
神
道
論
の
基
本
的
論
点
1

「
常
」
　
「
中
」

の
論
理
1

　
『
調
居
童
問
』
に
「
天
神
地
祇
と
崇
め
玉
へ
る
は
、
ま
さ
し
く
聖
神
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
鴉
一

し
て
其
の
名
号
自
ら
聖
人
の
道
を
備
へ
奉
る
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
素
行

は
、
天
神
地
祇
の
名
号
は
単
な
る
表
記
法
的
な
名
称
で
な
く
、
「
聖
神
」

が
立
て
た
道
そ
の
も
の
の
現
れ
で
も
あ
る
が
故
に
、
そ
の
名
号
の
内
に
は
、

絶
対
的
な
権
威
性
・
普
遍
的
な
妥
当
性
を
有
す
る
規
範
、
と
い
う
意
味
で

の
聖
人
の
道
が
備
わ
っ
て
い
る
、
と
す
る
。
こ
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
、

彼
は
『
中
朝
事
実
』
の
「
天
先
章
」
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
二
神
の
述
は
今
知
る
べ
か
ら
ず
と
難
も
、
霜
に
幸
に
、
常
中
の
二
尊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
幽
一

　
　
号
を
聞
く
を
得
た
り
。
是
れ
本
朝
の
治
教
休
明
な
る
の
実
な
り
。

こ
こ
で
い
う
「
常
」
・
「
中
」
に
は
二
重
の
意
味
が
あ
る
。
即
ち
、
「
常
」
・

「
中
」
と
は
、
原
初
神
と
し
て
日
本
神
話
に
登
場
し
た
国
常
立
尊
・
天
御

中
主
尊
の
こ
と
を
指
す
と
同
時
に
、
こ
の
二
柱
の
神
が
立
て
た
「
聖
道
」

そ
の
も
の
で
も
あ
る
、
と
い
う
。
そ
こ
か
ら
、
素
行
の
意
図
を
窺
う
こ
と

が
で
き
る
。
即
ち
、
国
常
立
尊
と
天
御
中
主
尊
と
は
日
本
の
最
高
無
上
と

称
す
べ
き
聖
神
・
聖
人
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
二
尊
号
が
如
実
に
示
す

よ
う
に
、
「
常
」
・
「
中
」
は
、
儒
教
伝
来
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
二
柱

の
原
初
神
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
「
聖
道
」
・
「
聖
教
」
の
内
容
を
示
す

も
の
で
も
あ
る
の
で
、
こ
の
「
常
」
・
「
中
」
に
日
本
の
政
治
・
教
化
を

支
え
る
基
盤
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
前
述
に
よ
れ
ば
、
素
行
は
「
常
」
・
「
中
」
を
、
日
本
の
政
治
・
教
化

を
支
え
る
根
本
理
念
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
で
は
、
「
常
」
・

「
中
」
二
義
に
つ
い
て
、
素
行
は
具
体
的
に
ど
う
把
握
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
素
行
が
単
独
的
に
「
常
」
と
い
う
項
目
を
設
け
て
説
明
す
る
の

で
は
な
く
、
「
常
」
の
同
義
語
で
あ
る
「
恒
」
を
巡
っ
て
そ
の
見
解
を
打

　
　
　
一
妬
一

ち
出
し
た
。
「
恒
」
に
つ
い
て
、
『
諦
居
童
問
』
の
「
政
の
真
意
」
に
、
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ば
し
ぱ

　
　
書
に
、
政
は
貴
有
恒
と
云
ふ
も
、
数
々
変
易
す
る
こ
と
な
く
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
閉
一

　
　
定
の
制
を
立
つ
る
こ
と
也
。

こ
れ
は
、
素
行
が
『
書
経
』
の
「
畢
命
」
に
於
け
る
「
政
貴
有
恒
」
と
の

一
文
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
は
、
永
遠
に
変

わ
ら
ざ
る
一
定
の
制
に
よ
っ
て
「
恒
」
の
意
義
を
述
べ
て
お
り
、
無
論
、
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そ
の
説
明
が
「
恒
」
の
同
義
語
で
あ
る
「
常
」
の
解
釈
に
も
通
用
す
る
。

　
「
中
」
に
関
し
て
は
、
素
行
は
、
『
山
鹿
語
類
』
巻
第
三
十
六
の
「
或

ひ
と
中
の
説
を
問
ふ
」
に
、
「
中
は
、
天
地
人
物
の
大
本
、
至
公
至
大
底
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
〃
』

中
立
し
て
而
も
椅
ら
ず
、
卓
爾
と
し
て
立
つ
所
あ
り
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
彼
は
「
中
」
を
、
偏
愉
せ
ざ
る
公
正
無
私
な
る
道
と
し
て

と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
周
知
の
通
り
、
儒
教
で
は
、
「
常
」
・
「
中
」
は
極
め
て
重
ん
ぜ
ら
れ

る
政
治
理
念
の
二
つ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
国
語
』
に
、
「
常
」
を
恒
久
に

し
て
変
ぜ
ざ
る
則
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
「
勿
忘
国
常
」
の
戒
め
、
及
び
『
論

語
』
に
、
「
中
」
を
両
極
端
の
い
ず
れ
に
も
偏
ら
ざ
る
道
と
し
て
記
さ
れ

た
「
允
執
厭
中
」
と
い
う
桑
・
舜
の
禅
譲
の
説
が
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ

る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
素
行
が
日
本
の
政
治
・
教
化
の
根
本
理
念
と
し
て

述
べ
た
「
常
」
・
「
中
」
の
論
理
は
、
本
質
的
に
は
儒
教
教
義
の
援
用
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
こ
う
し
た
矛
盾
に
関
し

て
、
素
行
は
ど
う
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
中
朝
事
実
』
の
「
附

録
」
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
中
華
の
　
神
聖
と
外
国
の
聖
人
と
、
そ
の
撲
を
一
に
す
る
も
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
蝸
一

　
　
上
知
の
移
ら
ず
し
て
、
天
地
の
秀
気
を
同
じ
く
す
れ
ば
な
り
。

こ
こ
に
於
け
る
「
中
華
」
と
は
、
「
本
朝
」
た
る
日
本
を
、
「
外
国
」
と
は
、

「
外
朝
」
た
る
中
国
を
指
し
て
い
る
。
い
う
こ
こ
ろ
は
、
「
常
」
・
「
中
」

は
、
日
本
の
「
聖
道
」
た
る
神
道
と
中
国
の
「
聖
教
」
た
る
儒
教
に
共
通

し
た
根
本
理
念
で
あ
る
、
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
常
」
・
「
中
」
は
、

同
じ
く
天
地
の
精
気
を
受
け
て
生
ま
れ
た
聖
者
、
つ
ま
り
「
中
華
の
　
神

聖
」
と
「
外
国
の
聖
人
」
と
が
立
て
た
同
類
の
「
聖
道
」
・
「
聖
教
」
で

あ
る
か
ら
だ
、
と
素
行
は
考
え
て
い
る
。

　
　
第
＝
一
章
　
神
勅
か
ら
の
「
聖
教
」

第
一
節
　
「
無
道
不
可
以
君
臨
宇
宙
」

の
導
出

の
神
勅
に
つ
い
て

　
『
調
居
童
問
』
の
「
本
朝
の
儒
釈
」
に
、
「
本
朝
往
古
の
神
勅
、
是
れ

乃
ち
聖
人
継
天
而
建
極
之
道
也
。
儒
師
は
聖
人
の
道
を
教
ふ
る
人
の
名
、

周
礼
に
出
づ
る
処
也
。
し
か
れ
ば
儒
と
云
ふ
名
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
本
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎜
一

往
古
よ
り
平
天
下
治
国
、
皆
是
れ
儒
の
教
也
。
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

往
古
の
神
勅
か
ら
儒
教
と
匹
敵
す
る
「
聖
教
」
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
こ

と
は
、
■
素
行
の
神
道
論
に
於
け
る
重
要
課
題
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
具

体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
素
行
の
「
無
道
不
可
以
君
臨
宇
宙
」
・
「
天

壌
無
窮
」
・
「
当
猶
視
吾
」
の
三
者
に
関
す
る
所
論
か
ら
窺
え
る
。
以
下
、

ま
ず
そ
の
「
無
道
不
可
以
君
臨
宇
宙
」
と
い
う
神
勅
に
関
す
る
論
述
を
検

討
し
て
み
た
い
。

　
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
諾
冊
二
尊
は
、
そ
の
性
行
が
残
虐
で
暴
力

的
な
子
神
素
蓋
鳴
尊
に
対
し
て
、
「
汝
、
甚
だ
無
道
し
。
以
て
宇
宙
に
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
0
一

臨
た
る
べ
か
ら
ず
。
固
に
当
に
遠
く
根
国
に
適
ね
」
と
の
神
勅
を
下
し
た
、

と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
素
行
は
『
中
朝
事
実
』
の
「
神
教
章
」
に
、

次
の
よ
う
に
論
述
し
て
い
る
。

　
　
謹
み
て
按
ず
る
に
、
　
二
神
の
建
立
の
謀
を
厳
に
し
、
諭
教
の
法
を

　
　
正
す
こ
と
此
の
如
し
。
無
道
不
可
以
君
臨
宇
宙
の
九
字
は
、
万
世
太

　
　
子
を
建
っ
る
の
教
戒
な
り
。
（
中
略
）
人
君
正
し
か
ら
ざ
る
と
き
は
、

　
　
政
礼
中
ら
ず
。
政
礼
中
ら
ざ
る
と
き
は
、
人
民
手
足
を
措
く
と
こ
ろ
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な
く
、
品
物
夫
折
し
災
害
並
び
繁
る
。
所
謂
道
は
人
物
が
由
り
て
行

　
　
く
と
こ
ろ
の
名
な
り
。
人
物
が
由
り
て
行
く
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
善
し

　
　
と
雛
も
徴
な
く
尊
か
ら
ず
。
人
君
こ
の
道
に
由
り
て
宇
宙
を
御
せ
ざ

　
　
る
と
き
は
、
人
君
に
あ
ら
ず
。
故
に
今
無
道
を
言
ひ
て
こ
の
神
を
戒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎝
一

　
　
め
て
、
以
て
後
世
に
垂
る
る
な
り

こ
こ
に
於
い
て
、
素
行
は
、
広
義
的
に
こ
の
「
無
道
不
可
以
君
臨
宇
宙
」

と
の
神
勅
を
、
諾
冊
二
尊
が
後
世
の
太
子
、
つ
ま
り
帝
位
を
継
承
し
て
人

君
に
な
る
者
の
選
定
に
対
し
て
定
め
た
神
聖
な
る
教
戒
で
あ
る
、
と
把
握

し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
天
下
万
民
が
安
穏
に
暮
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど

う
か
の
鍵
は
あ
く
ま
で
も
人
君
の
道
あ
る
か
否
か
に
あ
る
、
と
彼
は
力
説

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
論
述
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
素
行
は
、
諾
冊

二
尊
の
神
勅
を
根
拠
に
し
、
そ
こ
か
ら
日
本
の
神
代
に
於
い
て
既
に
「
無

道
」
を
排
斥
し
徳
治
主
義
を
重
視
す
る
「
聖
教
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

を
導
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
「
天
壌
無
窮
」

の
神
勅
に
つ
い
て

　
「
天
壌
無
窮
」
の
神
勅
と
は
、
天
孫
降
臨
の
際
、
天
照
大
神
が
皇
孫
天

津
彦
彦
火
壊
窺
杵
尊
に
賜
っ
た
「
葦
原
の
千
五
百
秋
の
瑞
穂
の
国
は
、
是
、

吾
が
子
孫
の
王
た
る
べ
き
地
な
り
。
爾
皇
孫
、
就
で
ま
し
て
治
せ
。
行
実
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
珊
一

宝
酢
の
隆
え
ま
さ
む
こ
と
、
当
に
天
壌
と
窮
り
無
け
む
」
と
い
う
勅
語
を

指
す
。
な
お
、
こ
の
神
勅
が
常
に
日
本
の
皇
統
連
綿
・
宝
酢
永
続
の
根
拠

と
し
て
調
歌
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　
素
行
の
「
天
壌
無
窮
」
の
神
勅
に
対
す
る
論
述
が
『
中
朝
事
実
』
の
「
神

治
章
」
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
基
本
論
点
が
、
『
中
朝
事
実
』
以
前

の
著
『
山
鹿
語
類
』
・
『
調
居
童
問
』
に
説
か
れ
た
”
天
地
の
大
徳
”
・

”
聖
人
の
教
え
”
・
”
人
君
の
学
と
実
践
”
等
の
論
述
に
、
既
に
現
れ
て

い
る
。
そ
れ
故
、
以
下
、
ま
ず
こ
の
三
者
を
巡
る
素
行
の
持
論
を
見
て
お

こ
う
。

H
天
地
の
大
徳

　
『
諦
居
童
問
』
の
「
生
々
無
息
」
に
、

　
　
凡
そ
天
め
ぐ
り
て
不
止
、
日
月
往
来
、
陰
陽
消
長
、
瞬
息
も
や
む
こ

　
　
と
な
し
。
是
れ
天
地
の
大
徳
に
あ
ら
ず
や
。
す
べ
て
形
せ
る
も
の
は

　
　
悉
く
地
に
落
ち
地
に
あ
つ
ま
り
て
、
幾
千
世
を
経
て
も
、
こ
れ
を
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
珊
）

　
　
せ
、
こ
れ
を
う
け
て
、
更
に
無
棄
。
是
れ
地
の
大
徳
と
云
ふ
べ
し
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
天
の
大
徳
は
、
「
日
月
の
往
来
」
・
「
陰

陽
の
消
長
」
等
の
自
然
界
の
循
環
と
い
う
永
遠
不
変
の
秩
序
を
意
味
す
る

間
断
な
き
働
き
で
あ
り
、
地
の
大
徳
は
、
永
遠
に
万
物
を
載
せ
、
な
お
か

つ
そ
れ
を
棄
て
る
こ
と
な
く
化
育
す
る
働
き
で
あ
る
、
と
素
行
は
考
え
て

い
る
。

○
聖
人
の
教
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
馳
〕

　
聖
人
は
「
億
兆
の
霊
」
で
あ
る
た
め
、
そ
の
教
え
は
絶
対
に
信
奉
す
べ

き
対
象
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
聖
人
自
身
が
一
体
何
を
規
範
に
し
て
そ
の

教
え
を
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
『
諦
居
童
問
』
の
「
則

は
内
に
あ
ら
ざ
る
か
」
に
、
「
天
地
は
外
に
し
て
、
観
察
は
心
に
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
舶
一

彼
れ
を
尽
し
て
内
に
察
す
る
を
聖
人
の
遭
と
云
ふ
」
と
あ
り
、
同
書
の
「
天

に
象
り
地
に
法
る
」
に
、
「
外
を
考
へ
て
内
に
主
を
立
つ
る
こ
と
、
是
れ

　
　
　
　
　
　
　
一
蝸
一

即
ち
聖
人
の
教
也
」
と
あ
る
。
上
記
二
箇
所
の
論
旨
を
総
合
し
て
、
素
行
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は
、
更
に
『
調
居
童
問
』
の
「
天
地
を
以
て
万
物
の
本
と
為
す
」
で
、
次

の
よ
う
に
明
言
し
て
い
る
。

　
　
天
地
の
至
誠
、
天
地
の
天
地
た
る
ゆ
ゑ
に
し
て
、
生
々
無
息
造
物
者

　
　
の
無
尽
蔵
、
悠
久
に
し
て
無
彊
の
道
也
。
聖
人
こ
れ
に
法
り
て
天
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
抑
〕

　
　
万
世
の
皇
極
を
立
て
、
民
を
し
て
是
れ
に
よ
ら
し
む
る
ゆ
ゑ
ん
也
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
素
行
が
い
う
聖
人
の
教
え
と
前
述
し
た
天
地
の
大
徳
と

の
相
関
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
聖
人
は
、
天
地
の
「
至

誠
無
息
」
と
い
う
「
悠
久
に
し
て
無
彊
の
道
」
を
規
範
に
し
て
そ
の
教
え

を
立
て
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
聖
人
の
教
え
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
た
す

万
物
の
生
成
化
育
を
賛
け
る
、
と
い
う
天
地
の
大
徳
に
合
致
す
る
究
極

的
な
道
・
則
に
他
な
ら
な
い
。

日
人
君
の
学
と
実
践

　
『
山
鹿
語
類
』
巻
第
一
・
君
道
一
の
「
君
徳
」
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
。

　
　
万
世
ま
で
に
宝
酢
を
つ
た
へ
ん
事
を
願
ふ
は
、
人
君
の
常
の
事
な
り
。

　
　
此
れ
を
願
は
ん
と
な
ら
ば
、
先
づ
身
を
修
む
る
に
し
く
は
あ
ら
ず
。

　
　
修
身
と
な
ら
ば
如
何
か
求
む
べ
き
と
云
ふ
に
、
学
問
に
し
く
は
な
し
。

　
　
一
中
略
）
学
問
と
云
ふ
は
聖
人
の
教
を
学
ん
で
問
ふ
事
也
。
（
中
略
）

　
　
人
君
の
学
何
を
か
務
め
ん
。
唯
だ
天
下
国
家
の
治
平
し
て
、
博
く
衆

　
　
を
救
ふ
に
わ
た
れ
る
学
、
是
れ
也
。
是
れ
を
聖
学
と
云
ふ
。
聖
人
所

　
　
立
の
中
和
を
知
り
て
、
天
地
位
し
万
物
育
す
る
処
の
救
な
き
は
、
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
珊
一

　
　
君
の
学
に
あ
ら
ざ
る
也
。

こ
こ
に
、
素
行
の
二
つ
の
論
点
が
明
白
に
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
第
一

に
、
人
君
と
し
て
誰
も
が
宝
酢
の
永
続
を
願
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の

実
現
は
、
人
君
自
身
の
努
力
実
践
も
必
要
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
、

第
二
に
、
こ
の
場
合
に
於
け
る
人
君
の
努
力
実
践
と
は
、
人
君
は
、
聖
人

が
天
地
の
大
徳
を
規
範
に
し
て
立
て
た
教
え
に
従
っ
て
、
修
身
か
ら
治
国

平
天
下
に
至
る
ま
で
の
急
務
に
努
め
、
以
て
万
民
を
安
ん
じ
、
天
地
の
正

位
を
保
ち
、
万
物
の
化
育
を
賛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が

そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
は
、
聖
人
が
天
地
と
人
君
と
の
問
で
果
た

し
た
役
割
を
も
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
素
行
の
い
う
聖
人
は
、

天
地
の
大
徳
を
体
得
し
た
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
体
得
し
た
も
の
を

教
示
・
規
範
と
し
て
人
君
に
授
け
る
伝
道
者
で
も
あ
る
。

　
以
上
で
、
素
行
の
「
天
壌
無
窮
」
の
神
勅
論
を
支
え
た
三
つ
の
基
本
論

点
を
見
て
き
た
。
一
」
う
し
た
論
点
に
基
づ
い
て
、
彼
は
『
中
朝
事
実
』
の

「
神
治
章
」
で
、
次
の
よ
う
な
論
旨
を
展
開
し
て
い
る
。

　
　
是
れ
　
天
神
治
道
の
始
な
り
。
与
天
壌
無
窮
の
五
字
は
宝
酢
を
祝
ぎ

　
　
て
以
て
治
平
の
道
を
尽
せ
り
。
夫
れ
天
地
は
至
誠
息
む
こ
と
な
く
、

　
　
悠
遠
博
厚
に
し
て
物
を
覆
ひ
物
を
載
す
、
而
し
て
こ
の
無
窮
を
得
。

　
　
君
子
以
て
自
ら
彊
め
以
て
徳
を
厚
く
す
れ
ば
、
往
く
と
し
て
利
な
ら

　
　
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
人
君
こ
れ
を
体
し
て
四
海
を
御
む
る
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
9
〕

　
　
万
国
成
く
寧
し
。
是
れ
天
壌
と
窮
り
な
き
の
所
以
な
り
。

こ
こ
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　
第
一
に
、
天
照
大
神
の
神
聖
な
る
教
え
の
提
示
：
「
与
天
壌
無
窮
」
の

五
字
は
、
た
だ
単
に
宝
酢
の
永
続
を
祝
福
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
な

く
、
こ
の
中
に
は
、
皇
祖
神
が
教
示
し
た
治
国
平
天
下
の
道
も
込
め
ら
れ

て
い
る
。

　
第
二
に
、
天
壌
の
無
窮
た
る
所
以
の
関
明
：
至
誠
無
息
に
し
て
物
を
覆
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う
働
き
が
天
の
大
徳
で
あ
り
、
悠
遠
博
厚
に
し
て
物
を
載
せ
る
働
き
が
地

の
大
徳
で
あ
り
、
天
地
は
そ
の
至
誠
無
私
な
る
大
徳
に
基
づ
き
、
問
断
な

く
万
物
の
生
成
化
育
を
賛
け
る
が
故
に
、
無
窮
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ

ば
、
「
天
壌
無
窮
」
に
於
け
る
「
無
窮
」
と
は
、
元
来
、
天
地
が
絶
え
ず

万
物
の
生
成
化
育
を
賛
け
つ
つ
あ
る
働
き
と
し
て
の
大
徳
を
指
す
に
他
な

ら
な
い
。

　
第
三
に
、
君
子
・
人
君
の
努
力
実
践
に
於
け
る
次
第
の
明
示
：
君
子
は

天
地
の
道
に
則
り
、
努
め
て
己
れ
の
徳
を
修
め
れ
ば
、
万
事
が
順
調
に
行

か
な
い
は
ず
は
な
い
。
人
君
は
天
地
の
大
道
・
大
徳
を
体
得
し
、
そ
れ
に

基
づ
い
て
国
を
治
め
れ
ば
、
天
下
を
平
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
四
に
、
「
与
天
壌
無
窮
」
と
い
う
君
道
の
高
唱
：
人
君
が
行
う
治
教

の
道
は
、
こ
う
し
た
段
階
的
な
努
力
実
践
を
経
て
、
始
め
て
天
壌
と
共
に

窮
ま
り
な
き
大
徳
に
応
ず
る
よ
う
に
な
る
。

以
上
の
四
者
が
そ
れ
で
あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
素

行
は
、
こ
の
「
天
壌
無
窮
」
の
神
勅
に
よ
っ
て
日
本
の
連
綿
た
る
皇
統
を

賞
賛
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
を
通
し
て
、
天
地
の
無
窮
た
る
大
徳
を

体
得
し
た
天
照
大
神
が
皇
孫
を
始
め
と
す
る
末
喬
ら
に
明
示
し
た
”
天
地

の
大
徳
に
則
り
、
治
平
の
道
を
尽
く
す
”
と
い
う
「
聖
教
」
の
真
意
を
導

き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
節
　
「
当
猶
視
吾
」

の
神
勅
に
つ
い
て

　
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
「
吾
が
児
、
此
の
宝
鏡
を
視
ま
さ
む
こ
と
、

当
に
吾
を
視
る
が
ご
と
く
す
べ
し
。
與
に
床
を
同
く
し
殿
を
共
に
し
て
、

　
　
　
　
　
　
＾
如
一

齋
鏡
と
す
べ
し
。
L
と
の
神
勅
は
、
元
来
天
照
大
神
が
そ
の
子
天
忍
穂
耳

尊
に
賜
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
に
皇
孫
天
津
彦
彦
火
壇
壊
杵
尊
が
父
神

に
代
わ
っ
て
天
降
り
す
る
際
、
そ
れ
を
授
け
ら
れ
た
、
と
い
う
。
こ
れ
に

つ
い
て
、
素
行
は
『
中
朝
事
実
』
の
「
神
教
章
」
で
、

　
　
当
猶
視
吾
の
四
字
は
乃
ち
　
天
祖
皇
孫
伝
授
の
天
教
に
し
て
、
千
万

　
　
世
　
皇
統
謹
守
の
顧
命
な
り
。
（
中
略
一
、
桑
・
舜
・
萬
の
十
六
字
と

　
　
　
　
　
　
　
一
す
　
　
　
一
4
1
一

　
　
難
も
山
豆
こ
れ
に
外
ぎ
ん
や
。

と
述
べ
て
い
る
。
「
尭
・
舜
・
萬
の
十
六
字
」
と
は
、
『
書
経
』
の
「
大
萬

謹
」
に
「
人
心
惟
危
、
道
心
惟
微
、
惟
精
惟
一
、
允
執
厭
中
」
と
あ
る
一

文
を
指
す
。
特
に
文
末
に
於
け
る
「
允
執
蕨
中
」
の
四
字
は
、
中
国
古
代

の
聖
天
子
尭
・
舜
が
世
襲
制
を
行
わ
ず
、
各
々
そ
の
位
を
有
徳
者
で
あ
る

舜
・
萬
に
譲
る
際
に
述
べ
た
語
と
さ
れ
、
以
来
、
そ
れ
が
禅
譲
の
説
と
し

て
、
孔
子
を
始
め
と
す
る
儒
者
達
に
称
え
ら
れ
き
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も

　
　
　
　
一
〃
一

有
名
で
あ
る
。

　
帝
王
が
そ
の
位
を
有
徳
者
に
譲
る
と
い
う
意
味
か
ら
も
窺
え
る
よ
う

に
、
禅
譲
政
治
に
於
け
る
帝
位
継
承
者
の
選
定
基
準
は
、
血
縁
関
係
に
基

づ
く
の
で
な
く
、
優
れ
た
徳
性
を
有
す
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
．
禅
譲

の
反
対
概
念
は
世
襲
で
あ
り
、
世
襲
と
い
え
ば
、
血
縁
関
係
が
重
視
さ
れ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
日
本
の
帝
位
継
承
が
「
万
世
一
系
」
と
称

せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
皇
祖
天
照
大
神
の
直
系
と
さ
れ
る
皇
統
と
血
統

的
な
繋
が
り
を
持
た
な
い
限
り
、
た
と
え
そ
の
人
が
優
れ
た
徳
性
の
持
ち

主
で
あ
る
に
し
て
も
、
や
は
り
天
皇
に
は
な
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
見
る
と
、
前
掲
し
た
素
行
の
主
張
に
は
大
き
な
疑
問
が
残
っ
て
い
る
。

即
ち
、
血
縁
関
係
に
基
づ
い
て
説
か
れ
た
世
襲
的
な
「
当
猶
視
吾
」
と
い
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う
神
勅
と
、
有
徳
者
に
帝
位
を
譲
る
際
に
語
ら
れ
た
禅
譲
的
な
「
允
執
豚

中
」
と
い
う
唐
・
虞
・
夏
「
三
代
」
に
亘
る
「
授
受
の
説
」
と
の
両
者
は
、

果
し
て
同
質
的
な
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
「
当
猶
視
吾
」
に
於
け
る
「
吾
」
、
っ
ま
り
天
照
大
神
自
身
は
、

そ
の
あ
ら
ゆ
る
行
い
が
、
「
允
執
豚
中
」
の
「
中
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
道
徳
的
・
実
践
的
な
要
求
に
適
う
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、

素
行
は
ど
う
論
証
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
前
に
、
ま
ず
「
允
執

豚
中
」
に
於
け
る
「
中
」
の
意
味
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
諸
橋
轍
次
氏
に

よ
れ
ば
、
「
允
執
厭
中
」
に
於
け
る
「
中
」
と
は
、
「
極
端
を
さ
け
て
ホ
ド

ヨ
イ
こ
と
を
な
し
、
偏
頗
（
不
公
平
一
を
さ
け
て
公
平
な
こ
と
を
行
な
う

　
一
蝸
一

道
」
と
さ
れ
て
い
る
。
偏
頗
と
は
、
偏
私
の
同
義
語
で
、
偏
っ
て
公
平
で

な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
れ
ば
、
「
中
」
の
全
体
的
な
意

味
は
、
”
両
極
端
に
至
る
こ
と
を
避
け
て
、
ほ
ど
よ
い
こ
と
を
為
す
〃
と

い
う
程
度
の
こ
と
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
公
正
な
行
い
を
妨
げ
る

根
本
原
因
と
さ
れ
る
「
私
」
を
排
斥
す
べ
し
、
と
い
う
意
味
合
い
も
含
ん

で
い
る
。

　
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
問
い
は
、
素
行
は
如
何
に
、
天
照
大
神
の
行
為
実

践
が
「
中
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
道
徳
的
・
実
践
的
な
要
求
に
適
っ

て
い
る
こ
と
を
立
証
し
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
中
朝

事
実
』
の
「
神
教
章
」
で
、
彼
は
、
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
「
神
代
下
」

に
「
天
照
大
神
、
乃
ち
思
兼
神
を
召
し
て
、
そ
の
来
ざ
る
状
を
問
ひ
た
ま

ふ
」
と
あ
る
一
節
が
示
し
た
、
い
わ
ば
大
神
の
問
い
を
好
む
こ
と
に
対
し

て
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
　
是
れ
　
天
神
問
学
の
義
な
り
。
（
中
略
）
若
し
己
れ
に
従
っ
て
欲
を

　
　
縦
に
し
、
短
を
護
り
言
を
塞
ぎ
、
或
は
問
う
て
そ
の
両
端
を
尽
さ
ざ

　
　
れ
ば
唯
だ
虚
問
の
み
。
問
ふ
こ
と
を
好
む
の
道
大
な
る
哉
。
夫
れ
乾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
4
一

　
　
神
の
霊
を
以
て
問
を
好
み
て
遂
に
大
功
を
成
す
を
得
。

こ
こ
に
は
、
大
神
は
虚
心
に
し
て
人
の
意
見
を
聞
く
だ
け
で
な
く
、
衆
言

に
於
け
る
過
不
及
の
両
端
を
弁
え
、
以
て
事
務
の
進
行
に
対
す
る
最
も
妥

当
な
処
置
や
決
断
を
下
す
の
で
あ
る
、
と
い
っ
た
主
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
容
易
に
素
行
の
意
図
を
窺
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

即
ち
、
素
行
が
こ
う
し
た
論
述
を
通
し
て
強
調
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
大

神
の
行
い
が
、
『
中
庸
』
の
第
六
章
に
「
そ
の
両
端
を
執
り
、
そ
の
中
を

　
　
　
　
一
蝸
）

民
に
用
ふ
」
と
記
さ
れ
た
舜
の
治
め
方
に
等
し
く
、
正
に
「
中
」
と
称
せ

ら
れ
る
べ
き
治
道
の
現
れ
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
論
点
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　
上
述
の
他
に
、
素
行
は
、
『
中
朝
事
実
』
の
「
祭
祀
章
」
で
、
『
日
本
書
■

紀
』
巻
第
一
「
神
代
上
」
に
記
さ
れ
た
天
照
大
神
が
「
神
衣
を
織
り
つ
つ
、

齋
服
殿
に
居
し
ま
す
」
と
の
一
節
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
　
是
れ
　
天
神
を
祭
祀
す
る
の
義
な
り
。
祭
祀
の
説
な
し
と
難
も
、
既

　
　
に
神
衣
と
日
ひ
、
既
に
齋
服
殿
と
日
ふ
、
即
ち
　
神
自
ら
こ
れ
を
織

　
　
り
て
以
て
神
明
に
供
へ
た
ま
ふ
な
り
。
大
神
の
霊
親
ら
そ
の
機
巧
を

　
　
営
み
　
天
神
に
事
へ
た
ま
ふ
。
そ
の
至
誠
霜
に
案
ず
べ
し
。
（
中
略
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蝸
）

　
　
是
れ
乃
ち
往
古
至
誠
を
以
て
神
に
事
へ
た
ま
ふ
の
遺
則
な
り
。

こ
れ
を
、
『
諦
居
童
問
』
の
「
祭
祀
の
誠
」
に
記
さ
れ
た
「
祭
る
に
誠
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
7
一

以
て
し
、
（
中
略
）
内
外
一
致
し
て
神
の
感
格
う
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
」
と

の
関
連
記
述
と
合
わ
せ
て
分
析
す
れ
ば
、
容
易
に
素
行
の
持
論
を
理
解
す
　
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
於
い
て
、
天
照
大
神
は



自
ら
真
心
を
込
め
て
祭
祀
に
臨
み
、
以
て
上
位
の
「
天
神
」
か
ら
の
感
化

を
承
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
基
づ
い

て
、
素
行
は
、
高
天
原
に
於
け
る
大
神
の
統
治
は
、
上
位
の
「
天
神
」
の

意
志
に
従
っ
て
実
行
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
、
と
強
調
し
、
更
に
そ
こ
か

ら
、
大
神
の
こ
う
し
た
私
意
に
よ
ら
ざ
る
心
構
え
と
行
為
実
践
が
正
に
、

「
中
」
が
示
し
た
私
の
排
斥
と
い
う
行
い
の
現
れ
に
他
な
ら
な
い
、
と
の

論
点
を
導
出
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
た
と
え
明

白
を
言
語
表
現
を
用
い
て
お
ら
ず
、
し
か
も
天
照
大
神
が
祀
っ
て
い
る
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
媚
一

象
の
神
に
対
す
る
把
握
が
異
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
素
行
の
意
識
の
根

底
に
は
、
お
そ
ら
く
和
辻
哲
郎
氏
が
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
で
述
べ
た
「
神

　
　
　
　
一
㎎
一

命
の
通
路
」
と
い
う
説
と
似
た
よ
う
な
考
え
方
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
は
、
素
行
の
、
天
照
大
神
が
「
中
」
な
る
存
在
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
に
対
す
る
論
述
で
あ
る
。
こ
う
し
た
論
述
を
基
に
し
て
、
彼
は
『
中

朝
事
実
』
の
「
皇
統
章
」
で
「
帝
者
治
を
為
す
の
学
は
唯
だ
力
を
こ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
0
一

用
ふ
る
に
在
ら
ん
か
。
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
素
行
は
こ

の
「
当
猶
視
吾
」
と
い
う
神
勅
を
、
皇
祖
天
照
大
神
が
そ
の
末
喬
に
教
示

し
た
、
い
わ
ば
日
本
的
な
「
執
中
」
の
道
を
説
く
祖
訓
と
し
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
祖
訓
と
し
て
の
神
勅
に
は
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
教
化
的
意
義
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
諦
居
童
問
』
の
「
神

道
如
何
」
に
、

　
　
こ
れ
ま
こ
と
に
万
代
宝
酢
を
ふ
ま
し
め
玉
ふ
帝
王
受
授
伝
法
唯
一
の

　
　
神
道
な
る
べ
し
。
（
中
略
）
当
猶
視
吾
の
四
字
は
、
孝
子
順
孫
不
改

　
　
父
祖
之
道
の
誠
に
し
て
、
乃
ち
大
学
の
教
在
明
明
徳
の
四
字
、
尭
・

　
　
舜
・
萬
祖
伝
へ
玉
ふ
允
執
豚
中
の
四
字
に
こ
と
な
る
べ
か
ら
ず
。
是

　
　
　
　
　
　
　
一
5
1
）

　
　
れ
聖
人
の
大
教
也
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
中
朝
事
実
』
の
「
神
教
章
」
に
も
、
次
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
そ
の
言
簡
に
し
て
そ
の
旨
遠
し
、
（
中
略
）
蓋
し
人
子
恒
に
如
在
の

　
　
敬
を
存
す
る
と
き
は
、
怠
惰
の
気
終
に
張
る
べ
か
ら
ず
。
一
中
略
）

　
　
そ
の
祖
を
祖
と
す
る
者
は
そ
の
下
を
下
と
す
。
未
だ
そ
の
祖
を
遺
れ

　
　
て
そ
の
民
を
親
し
む
も
の
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
（
中
略
）
向
っ
て
そ

　
　
の
形
を
視
る
と
き
は
明
正
無
窮
の
象
あ
り
、
切
に
そ
の
道
を
修
む
る

　
　
と
き
は
日
に
彊
め
て
息
ま
ざ
る
の
誠
あ
り
、
況
や
日
月
と
そ
の
光
を

　
　
合
せ
、
天
地
と
そ
の
道
を
明
に
す
る
を
や
、
況
や
　
大
神
乃
ち
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
一
肋
一

　
　
宝
鏡
な
る
を
や
。

こ
の
よ
う
に
、
大
神
が
宝
鏡
を
持
っ
て
宣
っ
た
「
当
猶
視
吾
」
と
い
う
神

勅
の
言
語
表
現
は
非
常
に
簡
潔
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
中
に

は
、
『
大
学
』
に
於
け
る
「
在
明
明
徳
」
・
「
親
民
」
、
「
書
経
』
・
『
論
語
』

に
於
け
る
「
允
執
蕨
中
」
、
『
礼
記
』
・
『
論
語
』
に
於
け
る
「
如
在
」
、
『
易
』

に
於
け
る
「
自
彊
不
息
」
等
、
つ
ま
り
中
国
の
諸
経
典
に
記
さ
れ
た
、
い

わ
ば
「
外
朝
」
の
「
聖
学
」
に
匹
敵
す
る
深
遠
な
日
本
的
「
聖
教
」
を
具

足
し
て
い
る
、
と
す
る
。
だ
か
ら
、
素
行
は
、
こ
の
神
勅
こ
そ
「
本
朝
」

の
帝
位
継
承
の
法
と
し
て
の
「
唯
一
の
神
道
」
で
あ
り
、
「
聖
人
の
大
教
」

で
あ
る
、
と
主
張
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

結
　
語

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
通
し
て
素
行
の
神
道
論
の
特
質
を
ま
と
め
る
と
、
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次
の
よ
う
に
な
る
。

　
ま
ず
素
行
の
神
祇
観
の
成
立
背
景
と
特
色
に
つ
い
て
、
彼
は
、
青
年
期

の
神
道
修
学
に
於
け
る
両
部
習
合
神
道
の
「
本
地
垂
迩
」
説
・
理
当
心
地

神
道
の
「
皇
祖
太
伯
」
説
に
示
さ
れ
た
”
仏
本
神
迩
”
・
”
儒
主
神
従
”

と
い
っ
た
従
属
的
・
寄
生
的
な
神
祇
観
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
こ
こ

か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
素
行
の
神
祇
観
に
於
け
る
”
日
本
の
神
々
は
仏
教

の
諸
仏
菩
薩
や
儒
教
の
聖
賢
の
い
ず
れ
に
も
従
属
せ
ず
、
独
白
の
尊
貴
性

を
有
す
る
存
在
で
あ
る
”
と
い
う
特
色
を
見
出
し
た
。

　
次
に
、
素
行
の
神
道
論
の
根
本
姿
勢
に
関
し
て
、
彼
は
、
師
説
た
る
忌

部
神
道
の
『
古
語
拾
遺
』
・
吉
田
一
卜
部
）
神
道
の
『
唯
一
神
道
名
法
要

集
』
を
、
神
事
に
仕
え
奉
る
際
の
諸
作
法
や
遺
勅
の
内
容
を
知
る
た
め
に

役
立
つ
「
；
爪
源
の
神
道
」
と
位
置
付
け
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
神
道
説
を

「
共
に
不
以
聖
人
之
道
難
信
用
也
」
と
非
難
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
窺
え

る
よ
う
に
、
素
行
の
”
聖
人
の
道
を
以
て
神
道
を
説
く
べ
し
”
と
い
う
主

張
が
正
に
そ
の
神
道
論
を
展
開
し
て
い
く
際
の
根
本
姿
勢
と
い
え
る
。
ま

た
、
素
行
の
神
道
論
の
基
本
論
点
に
至
っ
て
は
、
彼
は
国
常
立
尊
・
天
御

中
主
尊
を
日
本
神
話
に
於
ゼ
．
る
最
も
尊
貴
な
神
と
位
置
付
け
る
の
み
な
ら

ず
、
こ
の
二
柱
の
原
初
神
の
名
号
が
示
し
て
い
る
「
常
」
・
「
中
」
の
道

は
、
日
本
の
政
治
・
教
化
を
支
え
る
根
本
理
念
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い

る
。
素
行
の
「
常
」
・
「
中
」
に
関
す
る
字
義
的
な
解
釈
そ
の
も
の
は
儒

教
の
そ
れ
と
殆
ど
変
わ
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
真
の
意
図
は
、

日
本
の
聖
神
・
「
聖
道
」
一
H
神
道
一
と
中
国
の
聖
人
・
「
聖
道
」
一
H
儒

教
一
と
の
相
対
化
に
よ
っ
て
、
日
本
に
於
け
る
聖
人
の
実
在
・
「
聖
教
」

の
実
存
と
い
う
神
道
本
位
の
論
点
を
明
白
に
提
出
し
、
更
に
そ
こ
か
ら
神

勅
を
中
心
と
し
た
日
本
的
「
聖
教
」
の
導
出
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と

に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
神
勅
か
ら
の
「
聖
教
」
の
導
出
に
つ
い
て
、
素
行
は
、
『
日
本

書
紀
』
に
記
さ
れ
た
「
無
道
不
可
以
君
臨
宇
宙
」
・
「
天
壌
無
窮
」
・
「
当

猶
視
吾
」
と
い
う
三
つ
の
往
古
の
神
勅
を
巡
っ
て
そ
の
論
旨
を
展
開
し
て

い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
神
勅
は
、
そ
れ
ぞ
れ
儒
教
で
説
か
れ
た

徳
治
主
義
、
天
地
の
大
徳
に
則
る
治
国
平
天
下
の
道
、
「
在
明
明
徳
」
・
「
親

民
」
・
「
允
執
販
中
」
・
「
如
在
」
・
「
自
彊
不
息
」
等
、
い
わ
ば
「
外

朝
」
の
「
聖
学
」
に
匹
敵
す
る
「
本
朝
」
の
帝
王
学
の
根
源
と
為
す
「
聖

教
」
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
を
提
出
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
素
行
の
神
道
論
は
、
単
な
る
そ
の
師
説
へ
の
批
判
に
止

ま
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
い
わ
ば
神
自
体
・
神
道
本
位
と
い
う
主
体
的
な

立
場
か
ら
、
積
極
的
に
神
道
を
中
軸
と
し
た
自
国
の
精
神
文
化
に
対
す
る

再
認
識
・
再
評
価
を
展
開
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
日
本
近
世
の
学
術
の
世
界
に
於
い
て
多
く
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
の
神
祇
の
地
位
や
尊
貴
性
に
対
す
る

見
方
が
異
な
る
け
れ
ど
も
、
素
行
の
「
上
古
之
神
道
、
而
乃
聖
人
之
道
」

と
い
う
持
論
は
、
林
羅
山
の
い
う
「
神
道
即
王
道
」
と
の
主
張
に
類
似
し

て
い
る
。
素
行
は
、
日
本
の
「
聖
遣
」
た
る
神
道
と
漢
土
の
「
聖
教
」
た

る
儒
教
と
を
相
対
化
し
た
が
、
「
そ
の
撲
を
一
に
す
る
」
と
か
「
殆
ど
節

を
合
せ
た
る
が
如
し
」
と
か
と
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
、
本
質
に

於
い
て
神
儒
両
者
が
一
致
す
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え

方
は
、
山
崎
闇
斎
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
素
行
の
神
道
論
を
他

の
儒
学
者
な
い
し
国
学
者
の
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
は
、
探
究
す
べ
き
問
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題
で
あ
り
、

　
　
　
注

興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。

（
1
）
松
本
純
郎
氏
が
『
山
鹿
素
行
先
生
』
（
至
文
堂
・
昭
和
十
二
年
）
に

　
　
示
し
た
素
行
の
思
想
の
時
代
区
分
に
拠
る
。
氏
は
同
書
に
「
儒
学
に

　
　
於
い
て
四
書
諺
解
の
完
成
さ
れ
る
の
が
十
八
歳
一
寛
永
十
六
年
一
兵

　
　
学
に
於
い
て
兵
法
神
武
雄
備
集
の
出
来
た
の
が
二
十
一
歳
一
寛
永
十

　
　
九
年
一
、
其
他
の
諸
学
も
略
ミ
ニ
十
歳
前
後
に
終
っ
て
居
る
か
ら
、

　
　
寛
永
十
九
年
以
前
を
修
学
時
代
と
す
る
事
は
恐
ら
く
不
当
で
は
な
い

　
　
で
あ
ろ
う
。
」
（
十
五
～
十
六
ぺ
ー
ジ
）
と
述
べ
て
い
る
。

一
2
一
素
行
の
回
想
録
や
自
伝
と
も
い
う
べ
き
『
配
所
残
筆
』
一
延
宝
三
年
、

　
　
ニ
ハ
七
五
、
時
五
十
四
歳
）
に
、

　
　
　
　
十
七
歳
の
冬
、
高
野
按
察
院
光
宥
法
印
よ
り
神
道
令
伝
授
候
。

　
　
　
　
神
代
之
巻
は
不
及
申
、
神
道
の
秘
伝
不
残
令
伝
授
候
。
其
の
後

　
　
　
　
壮
年
の
比
、
広
田
坦
斎
と
申
候
忌
部
氏
の
嫡
流
の
者
有
之
、
根

　
　
　
　
本
宗
源
の
神
道
令
相
伝
候
。
其
の
節
忌
部
神
道
の
口
訣
不
残
相

　
　
　
　
伝
候
書
付
証
文
を
越
し
候
。

　
　
と
あ
る
記
述
に
よ
っ
て
分
か
る
。
広
瀬
豊
編
『
山
鹿
素
行
全
集
思
想

　
　
篇
』
（
以
下
『
全
集
』
と
略
記
）
十
二
巻
一
岩
波
書
店
一
五
七
三
～

　
　
五
七
四
ぺ
ー
ジ
。

（
3
一
堀
勇
雄
『
山
鹿
素
行
』
一
吉
川
弘
文
館
・
昭
和
三
四
年
一
五
三
ぺ
ー

　
　
ジ
参
照
。

一
4
）
山
本
信
哉
「
山
鹿
素
行
子
の
聖
教
に
就
い
て
」
（
『
弘
道
』
四
四
四
所

　
　
収
、
十
七
ぺ
ー
ジ
、
昭
和
四
年
一
。

一
5
一
阿
部
隆
一
「
山
鹿
素
行
の
青
年
時
代
に
於
け
る
和
学
の
修
養
」
一
『
帝

　
　
国
学
士
院
紀
事
』
第
四
巻
第
二
号
所
収
、
一
八
六
ぺ
ー
ジ
、
昭
和
二

　
　
一
年
）
。

（
6
一
村
山
修
一
『
本
地
垂
迩
』
第
四
章
及
び
広
神
清
「
神
道
理
論
の
成
立

　
　
と
神
仏
習
合
論
争
」
一
今
井
淳
・
小
澤
富
夫
編
『
日
本
思
想
論
争
史
』

　
　
所
収
、
五
三
ぺ
ー
ジ
、
ぺ
り
か
ん
杜
、
一
九
八
六
一
参
照
。

一
7
）
広
神
清
、
前
掲
論
文
。
一
今
井
淳
・
小
澤
富
夫
編
、
前
掲
書
、
五
四
ぺ
ー

　
　
ジ
）
。

一
8
一
前
掲
論
文
。
一
前
掲
書
、
五
三
ぺ
ー
ジ
一
。

一
9
）
石
田
一
良
編
『
日
本
思
想
史
概
論
』
一
吉
川
弘
文
館
・
昭
和
四
五
年
一

　
　
一
一
〇
ぺ
ー
ジ
及
び
同
氏
『
日
本
文
化
史
－
日
本
の
心
と
形
－
』

　
　
一
東
海
大
学
出
版
会
・
一
九
八
九
一
二
三
九
ぺ
ー
ジ
参
照
。

一
1
0
一
広
神
清
、
前
掲
論
文
第
二
章
参
照
。

一
1
1
）
日
本
思
想
大
系
1
9
『
中
世
神
道
論
』
一
岩
波
書
店
・
一
九
八
六
一
四

　
　
一
ぺ
ー
ジ
参
照
。

（
1
2
）
前
掲
書
、
五
九
ぺ
ー
ジ
。

一
1
3
）
『
論
語
』
・
「
泰
伯
篇
」
に
、
「
子
日
『
泰
伯
其
可
謂
至
徳
也
已
実
、

　
　
三
以
天
下
譲
、
民
無
得
而
称
焉
。
』
」
と
あ
る
。

（
1
4
一
『
晋
書
』
巻
九
七
「
四
夷
伝
・
倭
人
」
に
、
「
倭
人
在
帯
方
東
南
大

　
　
海
中
、
一
中
略
一
男
子
元
大
小
、
悉
鯨
面
文
身
。
自
謂
太
伯
後
。
」
と

　
　
あ
る
。

一
1
5
一
日
本
古
典
文
学
大
系
8
7
『
神
皇
正
統
記
　
増
鏡
』
一
岩
波
書
店
一
七

　
　
九
ぺ
ー
ジ
。

（
1
6
）
『
全
集
』
十
三
巻
、
二
一
一
ぺ
ー
ジ
。
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一
1
7
）
林
羅
山
「
神
武
天
皇
論
」
一
『
林
羅
山
文
集
』
巻
第
二
十
五
所
収
一
に

　
　
基
づ
く
。

一
1
8
）
平
重
道
「
近
世
の
神
道
思
想
」
一
日
本
思
想
大
系
3
9
『
近
世
神
道
論

　
　
前
期
国
学
』
所
収
、
五
二
ニ
ペ
ー
ジ
、
岩
波
書
店
）

一
1
9
）
『
全
集
』
十
三
巻
、
二
一
七
ぺ
ー
ジ
。

一
2
0
一
日
本
思
想
大
系
1
9
『
中
世
神
道
論
』
二
三
四
ぺ
ー
ジ
。

一
2
1
一
『
全
集
』
十
二
巻
、
二
八
三
～
二
八
四
ぺ
ー
ジ
。

（
2
2
一
日
本
思
想
大
系
1
9
『
中
世
神
道
論
』
解
説
、
同
書
三
八
○
ぺ
ー
ジ
。

一
2
3
）
『
全
集
』
十
二
巻
、
三
三
三
ぺ
ー
ジ
。

一
2
4
一
『
全
集
』
十
三
巻
、
十
ニ
ペ
ー
ジ
。

一
2
5
一
『
中
朝
事
実
』
・
「
天
先
章
」
に
、

　
　
　
　
恒
と
中
と
の
義
は
、
万
代
の
　
神
聖
そ
の
　
酢
を
正
し
た
ま
ふ

　
　
　
　
所
以
な
り
。
二
神
の
迩
は
今
知
る
べ
か
ら
ず
と
難
も
、
籟
に
幸

　
　
　
　
に
　
常
中
の
二
尊
号
を
聞
く
を
得
た
り
。
一
『
全
集
』
十
三
巻
、

　
　
　
　
十
ニ
ペ
ー
ジ
）

　
　
と
あ
名
用
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
素
行
は
「
恒
」
と
「
常
」
を
同

　
　
義
語
と
し
て
使
っ
て
い
る
。

一
2
6
一
『
全
集
』
十
二
巻
、
四
二
〇
ぺ
ー
ジ
。

一
2
7
）
『
全
集
』
九
巻
、
三
五
七
ぺ
ー
ジ
。

（
2
8
一
『
全
集
』
十
三
巻
、
二
一
五
ぺ
ー
ジ
。

一
2
9
）
『
全
集
』
十
二
巻
、
二
八
六
ぺ
ー
ジ
。

一
3
0
一
日
本
古
典
文
学
大
系
6
7
『
日
本
書
紀
　
上
』
（
岩
波
書
店
・
昭
和
四

　
　
二
年
）
八
八
ぺ
ー
ジ
。

（
3
1
）
『
全
集
』
十
三
巻
、
五
四
ぺ
i
ジ
。

一
3
2
）
日
本
古
典
文
学
大
系
6
7
『
日
本
書
紀
　
上
』
一
四
七
ぺ
ー
ジ
。

一
3
3
）
『
全
集
』
十
二
巻
、
一
五
三
～
一
五
．
四
ぺ
ー
ジ
。

一
3
4
）
『
全
集
』
九
巻
、
十
三
ぺ
ー
ジ
。

一
3
5
）
『
全
集
』
十
二
巻
、
二
四
三
ぺ
ー
ジ
。

（
3
6
）
前
掲
書
、
二
四
五
ぺ
ー
ジ
。

（
3
7
）
前
掲
書
、
一
九
ニ
ペ
ー
ジ
。

一
3
8
）
『
全
集
』
四
巻
、
二
六
～
二
八
ぺ
ー
ジ
。

一
3
9
）
『
全
集
』
十
三
巻
、
六
八
ぺ
ー
ジ
。

一
4
0
一
日
本
古
典
文
学
大
系
6
7
『
日
本
書
紀
　
上
』
一
五
ニ
ペ
ー
ジ
。

一
4
ユ
一
『
全
集
』
十
三
巻
、
五
九
ぺ
ー
ジ
。

一
4
2
一
『
論
語
』
・
「
尭
日
篇
」
に
、
「
棄
日
『
沓
爾
舜
、
天
之
暦
数
在
爾
躬
、

　
　
允
執
蕨
中
、
四
海
困
窮
天
禄
永
終
』
。
舜
亦
以
命
萬
。
」
と
あ
る
。

（
4
3
）
諸
橋
轍
次
『
中
国
人
の
知
恵
』
一
講
談
社
現
代
新
書
・
昭
和
六
十
三
年
一

　
　
一
八
ニ
ペ
ー
ジ
。

一
4
4
）
『
全
集
』
十
三
巻
、
五
八
ぺ
ー
ジ
。

一
4
5
一
『
中
庸
』
第
六
章
に
、
「
子
日
『
一
中
略
一
舜
好
問
而
察
運
言
、
隠
悪

　
　
而
揚
善
、
執
其
両
端
、
而
用
其
中
於
民
、
其
斯
以
為
舜
乎
。
』
」
と
あ

　
　
る
。

（
4
6
）
『
全
集
』
士
二
巻
、
一
九
四
ぺ
ー
ジ
。

一
4
7
）
『
全
集
』
十
二
巻
、
二
一
四
ぺ
ー
ジ
。

（
4
8
）
『
中
朝
事
実
』
・
「
祭
祀
章
」
に
「
大
神
の
霊
親
ら
そ
の
機
巧
を
営

　
　
み
　
天
神
に
事
へ
た
ま
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
素
行
は
、
天
照
大
神

　
　
が
祀
っ
て
い
る
対
象
の
神
を
、
「
天
神
」
と
把
握
し
て
い
る
。
こ
れ

　
　
に
対
し
て
、
和
辻
氏
の
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
に
「
天
照
大
神
も
ま
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た
背
後
の
不
定
の
神
を
媒
介
す
る
神
と
し
て
神
聖
な
の
で
あ
っ
。
て
、

　
自
ら
究
極
の
神
で
は
な
い
。
L
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
は
、
天
照
大
神

　
　
が
祀
っ
て
い
る
対
象
の
神
は
「
不
定
の
神
」
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い

　
　
る
。

一
4
9
）
和
辻
哲
郎
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
一
岩
波
書
店
・
一
九
八
六
）
上
巻
、

　
　
五
九
～
六
一
ぺ
ー
ジ
参
照
。

（
5
0
）
『
全
集
』
十
三
巻
、
三
九
ぺ
ー
ジ
。

一
5
1
）
『
全
集
』
■
十
二
巻
、
二
八
三
ぺ
i
ジ
。

（
5
2
）
『
全
集
』
十
三
巻
、
五
九
～
六
〇
ぺ
ー
ジ
。

一
リ
ュ
ゥ
・
チ
ョ
ウ
キ
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
・
思
想
研
究
科
在
学
中
）
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